
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人渡辺酉蔵の上告趣意について。

　所論和歌山地方検察庁が鹿児島地方検察庁に対して為した前科調回答の電信訳文

は、その成立及び書式の点から考えると、明らかに刑訴法三二三条三号に該当する

書面と認められるから、たとい被告人の同意がなくとも証拠とすることができるも

のである。従てこれを証拠として前科を認定したからといつて、刑訴法の違背があ

るものということはできない。所論は単なる刑訴法違反の主張に過ぎないから、刑

訴四〇五条による適法な上告理由に当らない。次に所論原判決に対する量刑不当の

主張については、記録を精査しても刑訴法四一一条を適用すべき事由を認められな

い。

よつて刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項により裁判官全員一致の

意見で主文の通り決定する。
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